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「神戸市「神戸市「神戸市「神戸市サービス付きサービス付きサービス付きサービス付き高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」面積・設備基準について高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」面積・設備基準について高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」面積・設備基準について高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」面積・設備基準について

（要綱第４条～第６条関係（要綱第４条～第６条関係（要綱第４条～第６条関係（要綱第４条～第６条関係））））
平成30年12月施行 神戸市住宅政策課

（平成30 11月30日までに登録されたもの）
改正前

（平成30 12月1日以 に登録されるもの）
改正後

住

が
25
㎡
以
上

住

が
18
㎡
以
上
25
㎡
未
満

今回の改正に
、住 内に

・ 洗面
・ 所
・ 浴室※1

・ 収納※1

・ 台所※1

が必要です。
※1は 同 用

部分でも可

≧25㎡/ 所

洗面

浴室

台所

収納

≧18㎡/

洗面

部分

浴室
収
納

台所

同 用部分に
・ 浴室（10 につき1カ所以上）
・ 収納（1 につき1つ以上）
・ 台所（階ごとに10 につき1カ所以上）
が必要です。

所

20㎡以上 かつ
に 場合

≧20㎡/
洗面

台所 浴室

部分

同 用部分に
・ 浴室
（10 につき

1カ所以上）
・ 収納
（1 につき

1つ以上）
が必要です。

所

収
納

台
約300mm以上

1,200mm以上

上記に該当しない場合

≧18㎡/

洗面

部分

浴室
収納

台所

同 用部分に
・ 浴室
（10 につき

1カ所以上）
・ 収納
（1 につき

1つ以上）
・ 台所
（各食堂に

1つ以上）
が必要です。

・ 食事提供サービスの実施と、そのための設備等が必要です。
・ 広さが最大の食堂には間口2,400mm以上の台所が必要です。

食堂

所
2,400mm

以上

≧25㎡/ 所

洗面

浴室

台所

収納

1,200mm以上

対象 部分 ≧23㎡/対象

≧25㎡/

対象 部分
対象

対象 部分 ≧25㎡/対象



「 のためのス ース」について（第５条）（ ） 同 用部分がある場合の基準です。

入居者以勭も 用できる のためのス ースで、
入居者の生活環境に影響を与えないと認めるものは、

同 用部分の面 に 入することができます。

《 注意 》
事業者用の打合せや研修などの使用は
“認められません”。
なお、使用状況等の記録をお願いします。

及び定期報告等で確認を います。

＜記載事項＞
の と入居者が できるス ースとする。

内容：○○○( を な内容につ
いて記載してください)

エレベーター設置 要 エレベーター設置 必要 エレベーター設置 要

【2階建ての住 】 【４階建ての住 】 【４階建ての建物の１，２階を使用】

１，２階のみ
住 登録

※上下階への移動が、１フロア分のみの場合は、エレベーターの設置は必要ありませんが、
２フロア分の移動がある場合はエレベーターの設置が必要です。

「神戸市「神戸市「神戸市「神戸市サービス付きサービス付きサービス付きサービス付き高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」面積・設備基準について高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」面積・設備基準について高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」面積・設備基準について高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」面積・設備基準について

（要綱第５条，第８条関係）（要綱第５条，第８条関係）（要綱第５条，第８条関係）（要綱第５条，第８条関係）
平成30年12月施行 神戸市住宅政策課

「耐震性能基準」および「エレベーター設置基準」について （第８条）

既存の建物の改 により 備されるサービス き 者 住 においても、
新築の場合と同様の耐震性能基準とエレベーター設置基準に適合することを要件化します。

入居者

住 住 住 住 住

住

登録申請時に、下記のとおり図面に示すこと。

( ) 、 くりや 等の活動、 等


